
 

 

鳥取うみなみロードロゴマーク使用規約 

 

（目的） 

第１条 この規約は、鳥取うみなみロードロゴマーク（以下、｢ロゴマーク｣という。）を個人、企業又は

団体等が使用する場合の諸条件を定める。 

 

（ロゴマークの仕様） 

第２条 ロゴマークの仕様は、別紙に基づくものとする。 

 

（ロゴマークの権利） 

第３条 ロゴマークの著作権、商品化権、使用権及び商標権は、鳥取県（以下、「県」という。）に帰属する。 

 

（使用申請） 

第４条 ロゴマークを使用しようとする者（以下「使用者」という。）は、「鳥取うみなみロードロゴマー

ク使用申請書」（様式第１号）（以下、「申請書」という。）を県に提出しなければならない。ただし、

次の各項のいずれかに該当する場合には、申請を要しない。 

（１）「鳥取県サイクルツーリズム推進・連携会議」（以下、「会議」という。）の構成団体が使用する場合 

（２）県が後援するイベントやツアー等の広報媒体又は記録物等に使用する場合 

（３）テレビ若しくはインターネット番組又は新聞若しくは雑誌の紙面等の制作者が放送や記事等に使 

    用する場合 

（４）ロゴマークの使用が著作権法に定める著作権の制限に該当する場合 

 

（承認の基準） 

第５条 県は、使用者から前条の規定による申請があったときは、その内容を次の基準により審査する。 

（１）鳥取うみなみロードのＰＲやサイクルツーリズム推進を図るために利用されるものであること。 

（２）健康、環境、スポーツ等、様々な価値や魅力を有する自転車の積極的な利活用促進のために利

用されるものであること。 

（３）次のいずれかに該当すると認められる場合は、ロゴマークの使用を承認しない。 

ア 別紙に定めたデザイン、カラー等に従って使用しないおそれがある場合 

イ 「鳥取うみなみロード」及び県のイメージや品位をおとしめるおそれがある場合 

ウ 法令や公序良俗に反するおそれがある場合 

エ 特定の政治、思想、宗教の活動に使用されるおそれがある場合 

オ 自己の商標や意匠とするなど、独占的に使用されるおそれがある場合 

カ 使用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団又は暴力団の構成員であると認められる場合 

キ その他承認することが不適当と認められる場合 

 

 



 

 

（使用承認） 

第６条 県は、使用を承認するときは、申請者に対して「鳥取うみなみロードロゴマーク使用承認書」（様

式第２号）（以下、「承認書」という。）を交付する。この場合において、県は必要な条件を付するこ

とができる。 

 ２ 承認を受けた申請者は、次に掲げる事項を遵守するものとする。 

（１） 県が認めた用途のみに使用し、許可条件に従うこと 

（２） 第２条に規定する仕様に従うこと 

（３） 仕様に関する権利を他人に譲渡し、または転貸しないこと 

（４） ロゴマークについて、意匠法に基づく意匠の登録、商標法に基づく商標登録及び知的財産に関

する一切の権利の設定または登録をしないこと 

 

（使用料） 

第７条 ロゴマークの使用料は無料とする。ただし、使用に係る通信費その他の費用が生じる場合は、使

用者の負担とする。 

 

（損失補償等の責任） 

第８条 ロゴマークの使用は、使用者の責任で行うものとし、ロゴマークの使用により生じたあらゆる

損害及び不利益について、県は、一切責任を負わないものとする。 

 

（使用の禁止） 

第９条 県は、次に該当する場合は、使用者に対して、ロゴマークを使用しないこと、使用対象物の回収な

ど、必要な措置を講ずるよう求めることができる。なお、回収等に係る経費は使用者の負担とする。 

（１）申請書の内容に虚偽がある場合 

（２）承認書に付した条件に違反して使用した場合 

（３）その他、県が必要と認める場合 

 

（その他） 

第１０条 この規定に定めるものの他、ロゴマークの使用及び管理に関して必要な事項は、県が別途定

める。 

 

附則 

この使用規約は、令和７年３月３１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 



 

 

（様式第１号） 

                                 第        号 

 年  月  日 

鳥取県知事       様 

 

申請者 

住所（所在地） 

名    称  

代表者職氏名  

 

鳥取うみなみロードロゴマーク使用申請書 

 

下記のとおり、鳥取うみなみロードロゴマークを使用したいので、鳥取うみなみロードロゴマー

ク使用規約第４条第１項の規定により下記のとおり申請します。 

なお、使用承認書の条件を遵守するものであり、使用条件等に違反した場合には、承認の取消を受

けても異議ありません。また当該案件に係る配布物の回収等の要求についても速やかに応じること

を誓約します。 

 

記 

 

使用目的  

使用方法  

使用開始日 年  月  日 

使用・配布等

の場所 
 

作成数  

担 当 者 

所 属 部 署  

役職・氏名  

電 話 番 号  

メ ー ル  

 

※添付書類 

 ・企画書（デザイン、レイアウト図、原稿、設計図 等） 

 ・申請者の概要がわかる資料 

 ・その他参考となる資料 



 

 

（様式第２号）                       

第         号 

                                    年  月  日 

 

 

             様 

 

 

                     鳥取県輝く鳥取創造本部 

                      観光交流局観光戦略課長  

                        （ 公 印 省 略 ）  

 

鳥取うみなみロードロゴマーク使用承認書 

 

   年  月  日付けで申請のあった、鳥取うみなみロードロゴマークの使用については、下記の

とおり承認します。 

 

記 

 

使用目的 
 

使用方法 
 

使用開始日    年  月  日 

使用・配布等 

の場所 

 

作 成 数 
 

 

使用条件 
 

その他 
 

 

 


